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開 催 日 及 び 場 所 平成２２年２月１（月） 本社会議室 

委 員 田中俊充（弁護士） 矢橋晨吾（大学名誉教授） 西谷隆
亘（大学名誉教授） 高橋 明（水資源機構監事） 

審 議 対 象 
１．審議結果を踏まえた提出資料（1者応札・応募）の記
載内容について 

２．平成 21年度随意契約案件について 
・第 2回委員会時からの継続事項 
・第２回委員会においてご質問があった「平成 20年度滝
沢ダム昇降機点検業務」に関して、低入札になった理由、

点検結果、この業者がきちんと点検をしたかどうかにつ

きまして、説明します。 
実施状況を確認した結果、点検は当方の施工管理のも

と適正に実施されていることを確認しました。この案件

は、低入札調査対象ではありませんので、調査は実施し

ていません。 
１．審議結果を踏まえた提出資料（1 者応札・応募）の
記載内容についての点検・審議 

 

委   員 機構事務局 

【土木一式その他工事】 ・特になし。  

【機械設備工事】 

 

・様式注 5「点検前に自ら改
善することとした内容」と 7
「指摘事項に対する基本的

取組み」の関係について、例

えば、ロットの拡大と債務の

活用を除いた項目は共通事

項で、ロットの拡大と債務の

活用が個別対応事項とする

なら、その理由はどこかに出

すべきではないか。 

・理由については、備考欄若

しくは、総務省から備考欄は

そのような使い方ではない

と指示があれば、注７の具体

的内容のところの冒頭に理

由を書き加えたいと思いま

す。 

【電気工事】 ・特になし。  

【現場技術業務】 ・アクアテルスという株式会

社が平成 20年 4月 1日の契
約締結日で、たくさんある

が、この会社は自前でやると

いうより下請の組織が下に

あるのか。１社だけでこんな

にたくさん契約して、できる

のか。 

・アクアテルスは、当機構の

各年度の受注金額を各社別

のランキングにまとめた資

料で、ここ数年、受注額がト

ップとなっています。下請が

あるということは認識して

いませんが、幅広く当機構の

業務に対し業態を広げられ

て受注しているということ

だと思います。 

 

・受注額は多いが、ほとんど

一般競争入札にしているか

ら、他の社が入る余地は常に

あったということでよいか。 

・はい。 
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【設計業務】 ・様式注6「契約監視委員会

等からの指摘事項」（以下

「注6」という。）のところの

文章で、「入札参加要件の緩

和など入口を広くするのは

いいが、応札条件が不利にな

らないかというチェック」と

あるが、応札条件が不利とい

うのは、だれにとって不利な

のか確認したい。 

・これは、第 2回委員会での
委員の意見を要約したもの

で、「応札者が」と考えてい

ます。 
 

 

・応札条件が不利という意味

は、応札する人にとって、玉

石混淆の人が入札に応募し

てくるから、比較的落札率が

低くなる傾向にあるとか、そ

の傾向から、立派な業者はな

かなか応札できなくなって

しまうという意味合いがあ

るということか。 

・１者応札を防ぐために、入

口を広げますが、広げ過ぎた

ために、優秀な業者さんがこ

こに参加しても金で勝てな

いというようなことになら

ないよう検討して書かせて

いただきます。 

【環境調査】 
・特になし。 

 

 

【用地補償業務】 
・特になし。  

【その他のコンサルタン

ト業務】 

・様式の注６で、原因分析を

踏まえて取り組むこととさ

れておりとあり、原因分析と

いうのは、何のことか。 

 

・第 2回委員会で、様式 2-2
の具体審議に入る前に、１

者応札改善の取り組みの基

本的な考え方についてご説

明しましたが、そのとき口

頭で申し上げたアンケート

ですとか、業界団体へのヒ

アリング等々の結果、機構

の考えと、実際の業者、業

界段階の考え方をまとめて

原因分析をしたものに基づ

いてということです。 

 

・そのような詳しい内容につ

いて、書く欄がないというこ

とか。 

・様式 2-2には、特に記載す
る欄がありませんので、ここ

には入っておりません。 
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・どういう原因分析かという

のはあったほうがいい。備考

欄を活用することはできな

いか。 

・当機構がどのような原因分

析をやってきたかは、昨年の

4月から 7月にかけて、ｱﾝｹｰ
ﾄやﾋｱﾘﾝｸﾞを実施し、それを

まとめた結果を受け、実際に

複数応札を誘引するために、

どのような具体策がいいか

検討し、まとめたものを 9月
にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに公表したもの

です。各事務所へは 11 月に
１者応札改善への取り組み

の基本的な考え方として事

務連絡を発出したものです。 

 

・原因分析に基づいた具体

的内容が、指摘事項等に対

する具体的な取り組みとい

うところに書かれているの

か。 

・具体的な事項として、箇条

書きのような形で、注 5ない
し注7に書かせていただいた
ものと認識しています。原因

分析については、ここには書

く欄がないので、書いていま

せん。 

 

 

・書く欄がないからといっ

て、何もしようがないという

のはいかがなものか、本来、

原因分析等が適切かどうか

を判断するのが当委員会の

役目ではないか。この委員会

の目的は、１者応札とか随契

とかが妥当かどうか、１者応

札というのが減るというス

キームになっているかどう

かを審議する場だろうと思

うので、報告書は別に、分類

で 1の分類、2の分類、その
ようなパターンで書いてし

まっても、注記さえしておけ

ば全然問題ないと思う。 

・事務局としては特に、全て

やるべきことをやったとい

う自覚がありますので、お時

間さえいただければ、アンケ

ート結果についてもまとめ

たものがあり、ご説明ができ

ます。従って、アンケート結

果の検証・分析及び集計の資

料を、何らかの手段をもちま

して委員の皆様にご提示い

たします。 

【物品の購入】 

 

・言葉の表記で、全国設備ご

との集約化といった言葉、あ

るいは広報の充実という言

葉だけでいいのか。例えば、

新聞等への掲載回数を増や

す、ファクスで通知するな

ど、もう少し、点検前に自ら

実施することとした内容を、

わかりやすく書いたほうが

いいのではないか。 

・その点は書けると思います

ので、対応します。 
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 ・もう少し具体的に、公告期

間の延長は、10日を1年にす

るのか、10日を2週間にする

のか、具体的にどういうこと

だというのをもう少し充実

させたほうがわかりやすく

なると思う。 

・ご指摘どおりですので、具

体的な記載に心がけ、修正し

ます。 

【機械設備点検業務】 

 

・議題になっている項目につ

いて各委員から指摘された

事項に関して、他の項目にも

適用される項目があると思

うので、その場合には、審議

でふれていない項目につい

ても同様に受け取っていた

だきたい。 

・承知しました。 

【電気通信設備点検】 ・特になし。  

【施設管理補助業務】 ・特になし。  

【庁舎管理、清掃、賄い、

文書処理補助業務】 
 
 
 
 

・様式注6の部分の書きぶり

で、「21年度限りのため指摘

事項なし」というのではなく

て、具体的取り組みを要せず

とのことで、指摘事項なしと

すべき。委員会の判断で 21

年度やめるとしたのではな

いので、少し表現を工夫した

ほうがよい。 

・注 6の欄の書き方は、具体
的取り組みを要しないため、

指摘事項なしと改めさせて

いただきます。 

【車両管理業務】 ・特になし。  

【登記業務】 ・特になし。  

【その他の役務】 ・特になし。  

○本日の委員の指摘・意見を踏まえ、全項目について、基

本的な了承のもとで、改善をすることを前提に事務局案に

ついて了承する。 

 
【まとめ】 

２．平成 21年度随意契約案件に関する点検・審議 
(1) 魚体数自動計測装置
購入 

・購入とレンタル、どちら

が有利か。 
・5 年リースで年間 350 万
円、5 年で 1,750 万円。今
回、購入しますと、1台 400
万円で、2 号、3 号で 800
万円です。年間のシステム

調整の 90 万円と合わせト
ータルしますと、1,250 万
円ということで、５年間リ

ースとの比較で 500万円安
くなります。 
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・ソフトのバージョンアップ

は、どのように考えているの

か。ソフトは必ずバージョン

アップして向上していくが、

その時に、金を払わされるこ

とが多い。 

・そうしたことで目的が達成

できないことがないよう、仕

様書なりの検討をさせてい

ただきます。 

 

・事務局案で随意契約する

ことを了承する。 

 

(2) 平成２２年度営繕積
算システムＲＩＢＣの賃

貸借 

・建築工事に関する予定価格

を積算する場合の資料とし

て使うということか。 

・水資源機構の建築工事の設

計書を作るに当たってのシ

ステムです。 

・事務局案で随意契約する

ことを了承する。 

 

・事業が8年間実施なので、

来年度も当然、ここというこ

とになるのか。 

・事業工期が 27年度までで

終わることを予定しており

ますので、毎年委託したいと

思っております。 

・県との間で既に施行区分を

基本協定で結んでいるので、

それに基き実施する毎年度

の施工の数量とか場所を、年

度契約で具体的に契約して

いるという内容と考えてよ

いか。 

・そのとおりです。 

 
 
(3) 平成２２年度豊川用
水二期事業石綿管除去対

策に係る業務（愛知県） 
(4) 平成２２年度豊川用
水二期事業石綿管除去対

策に係る業務（静岡県） 
 

・事務局案で随意契約する

ことを了承する。 

 

 
○問い合わせ先 
埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２ 
  ランド・アクシス・タワー内    電話 ０４８－６００－６５００ 
水資源機構契約監視委員会事務局 

財務部契約課長     小 出 裕 之     （内線 2251） 
技術管理室技術調査課長 星 野  博（内線 4631） 


